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①  募集要領・ 物件の確認 
 

物件調書をご覧の上、 必ず現地確認を行い、  

納得の上でお申し 込みく ださ い。  

② 入札参加申込み 

【 期間】 令和８ 年５ 月２ ２ 日（ 金） から  

令和８ 年５ 月２ ９ 日（ 金） ま で 

（ 土、 日を除く 。 ）  

【 時間】 午前８ 時４ ５ 分から 午後５ 時ま で 

   （ 正午から 午後１ 時ま での間を除く 。 ）  

【 受付】 深谷市役所３ 階 公共施設改革推進室 

③ 受付・ 入札保証金納付書発行 

入札参加資格を有する と 確認さ れた

方へ入札参加資格確認通知書及び入札

保証金納付書を送付し ま す。  
④ 入札保証金納付 

【 納入金額】 予定価格の１ ０ ０ 分の５ 以上 

入札前ま でに納付し 、 入札書等と 合わせて写し

を郵送する 。  

⑦ 契約保証金納付・ 売買契約締結 

【 期限】 令和８ 年７ 月２ 日（ 木） 午後５ 時 

※契約保証金は契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上 

⑨ 物件の引渡し  

 

⑩ 所有権移転登記 

登録免許税は買受人の負担と なり ま す。

⑤ 入札（ 郵便入札）  

【 期間】 令和８ 年６ 月１ ５ 日（ 月） から  

令和８ 年６ 月２ ３ 日（ 火） ま で（ 必着）  

 上記期間中に、 入札書等の必要書類を郵送（ 一般

書留又は簡易書留） する 。  

⑥ 開札 

【 日時】 令和８ 年６ 月２ ５ 日（ 木）  

受付： 午前９ 時３ ０ 分から  

入札： 午前１ ０ 時から  

【 場所】 深谷市役所２ 階 ２ －４ 会議室 

⑧ 売買代金納付 

【 納入期限】 令和８ 年７ 月３ １ 日（ 金）  

午後３ 時ま で 

市が発行する 納付書によ り 一括納付後、 領収

書の写し を午後５ 時ま でに提出し てく ださ い 
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入札説明書 
 

１ ．  入札対象物件 

物件番号 所在地番 地目 地積( ㎡)  坪 予定価格( 円)  

土地８ －１  

見晴町 

２ １ 番２  

 ２ １ 番３  

 ２ １ 番３ ８  

 

宅地 

宅地 

宅地 

 

829. 82 

965. 22 

31. 60 

 

251. 02 

291. 98 

9. 56 

66, 990, 000 

予定価格と は、 あら かじ め深谷市が定めた最低売却価格を いいま す。  

物件の詳細は、 「 物件調書」 のと おり です。  

なお、 都合によ り 入札を中止する 場合があり ま す。  

 

２ ． 入札参加者の資格 
入札には、 個人・ 法人を問わず参加でき ま す。 ただし 、 次のいずれかに該当する 方

は、 当該入札に参加する こ と ができ ま せん。  

 （ １ ）  地方自治法（ 昭和２ ２ 年法律第６ ７ 号） 第２ ３ ８ 条の３ 第１ 項に規定する

    公有財産に関する 事務に従事する 職員 

（ ２ ）  地方自治法施行令（ 昭和２ ２ 年政令第１ ６ 号） 第１ ６ ７ 条の４ 第１ 項の規

定に該当する と 認めら れる 方 

（ ３ ）  地方自治法施行令第１ ６ ７ 条の４ 第２ 項各号の規定に該当する と 認めら れ

る 方で、 当該各号に該当する 事実があっ た後３ 年以内において市長が定める

期間を経過し ない方 

（ ４ ）  その他、 深谷市が契約の相手方と し て不適当と 判断し た方 

 

３ ． 入札参加の申込み 
 入札に参加する には、 事前の申込みが必要です。 所定の書類に必要事項を 記載の

上、 添付書類を添えて持参又は郵送によ り 深谷市企画財政部公共施設改革推進室に提

出し てく ださ い。  

（ １ ）  提出書類 

区分 提出書類名 提出数 備考 

共 通 

市有地売却一般競争入札参

加申込書兼入札保証金返還

請求書兼口座振替依頼書 

１ 通 
・ 指定様式 

・ 実印を 押印する こ と  

誓約書 １ 通 ・ 指定様式 

印鑑登録証明書 １ 通 

・ 申請日前３ か月以内に発

行さ れたも ので現状を 反映

し ている も の 

・ 個人の場合は市区町村、

法人の場合は法務局で発行 
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区分 提出書類名 提出数 備考 

個人のみ 

身分証明書 
※運転免許証等の写し ではな

く 、 本籍地の市区町村の住民

課で発行さ れる も のです。  

１ 通 

・ 申請日前３ か月以内に発

行さ れたも ので現状を 反映

し ている も の 

住民票 １ 通 

・ 個人番号（ マイ ナンバー）

の記載のないも の 

・ 申請日前３ か月以内に発

行さ れたも ので現状を 反映

し ている も の 

・ 住民登録地の市区町村で

発行 

法人のみ 商業又は法人登記簿謄本 １ 通 

・ 申請日前３ か月以内に発

行さ れたも ので現状を 反映

し ている も の 

・ 法務局で発行 

※指定様式は本案内書に添付し ている ほか、 深谷市ホームページから ダウ ンロ

ード でき ま す。  

 

（ ２ ）  受付期間及び提出期限 

 〇受付期間 令和８ 年５ 月２ ２ 日（ 金） から ５ 月２ ９ 日（ 金）   

 〇提出期限 

・ 持参の場合 令和８ 年５ 月２ ９ 日（ 金） 午後５ 時ま で 

受付場所： 深谷市役所 ３ 階 ３ ２ 番窓口 

企画財政部 公共施設改革推進室 

        受付時間： 午前８ 時４ ５ 分から 午後５ 時 

          ※土、 日及び平日の正午から 午後１ 時ま でを除き ま す。  

 

   ・ 郵送の場合 令和８ 年５ 月２ ９ 日（ 金） 午後５ 時ま でに必着 

          送付先： 〒３ ６ ６ ‐ ８ ５ ０ １  

              埼玉県深谷市仲町１ １ 番１ 号 

              深谷市企画財政部 公共施設改革推進室 宛て 

          ※不着など のト ラ ブル防止のため、 書留など 確実な方法で送付

し てく ださ い。  

 

  （ ３ ）  申込みに当たっ ての留意事項 

ア 共有で申し 込む場合は、 共有者全員の添付書類が必要です。  

イ  契約及び所有権移転登記は、 申込書に記載さ れた名義で行いま す。  

ウ  資金提供を受けて契約する 場合は、 贈与税が発生する 可能性があり ま

すので留意し てく ださ い。  

エ 現地説明会は行いま せんので、 入札参加申込者は、 事前に物件調書の

周辺図等によ り 、 必ず現地を 確認し てく ださ い。  

オ 契約者（ 落札者） の情報について公開請求があっ た場合には、 深谷市

情報公開条例（ 平成１ ８ 年深谷市条例第１ ３ 号） に基づき 公開さ れま す。  

キ 提出書類は返還いたし ま せんので、 あら かじ めご了承く ださ い。  
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（ ４ ）  入札必要書類等の交付 

     入札参加の申込みを 受け付けし た後、 市有地一般競争入札参加申込受付書

を交付し ま す。 ま た、 入札に必要な次の書類等を 交付し ま す。  

  ア 入札書及び記入例 

  イ  入札書用封筒 

  ウ  入札関係書類送付用封筒 

 

４ ． 入札参加資格の確認 
（ １ ）  入札参加資格の確認は、 申込書の提出日を も っ て行いま す。  

（ ２ ）  入札参加資格を有する と 確認さ れた方には、 市有地一般競争入札参加資格

確認通知書を送付し ま す。 市有地一般競争入札参加資格確認通知書は開札の

際に必要になり ま すので、 それま で大切に保管し てく ださ い。  

（ ３ ）  入札参加資格を有する と 確認さ れた方が、 当該入札参加資格を有する と 確

認さ れた日から 一般競争入札が執行さ れる ま での間に、 「 ２ ． 入札参加者の

資格」 の（ １ ） から （ ４ ） ま でのいずれかに該当し たと き は、 当該入札に参

加する こ と ができ ま せん。 ま た、 提出さ れた申込書及び添付書類に、 虚偽の

記載をし たこ と が明ら かになっ たと き においても 、 当該入札に参加する こ と

ができ ま せん。  

 

５ ． 入札保証金の納付及び還付等 
（ １ ）  入札保証金の納付 

  ア 入札に当たっては、 予定価格の１ ０ ０ 分の５ 以上（ 円未満切り 上げ） の

入札保証金の納付が必要です。  

イ  入札参加資格を 有する と 確認さ れた方には、 深谷市から 納入通知書を 送

付し ま すので、 納入通知書に記載さ れている 深谷市指定金融機関・ 深谷市

収納代理金融機関の窓口で納付し てく ださ い。  

ウ  入札保証金を納付する と 金融機関から 領収印を 押印し た納入通知書兼領

収書が返却さ れま す。 領収書は入札の際に必要になり ま すので、 それま で

大切に保管し てく ださ い。  

 

（ ２ ）  入札保証金の還付等 

    ア 入札保証金は、 落札者を除き 、 入札者が指定する 金融機関の口座へ振込

みによ り 還付し ま す。 還付は入札終了後４ 週間程度要する こ と があり ま す

ので、 あら かじ めご了承く ださ い。  

    イ  還付する 入札保証金には、 利息は付し ま せん。  

    ウ  落札者の入札保証金は、 深谷市契約規則（ 平成２ ４ 年深谷市規則第２ ７

号） 第５ 条第２ 項の規定によ り 、 契約保証金に充当し ま す。  

 

６ ． 入札 

本入札は郵便型入札であり 、 入札は郵送のみ受付けま す。  

（ １ ）  入札期間 

   令和８ 年６ 月１ ５ 日（ 月） から 令和８ 年６ 月２ ３ 日（ 火） ま で【 必着】  

※入札書等の必要書類は、 必ず一般書留又は簡易書留によ り 郵送し てく ださ い。  

※上記以外の方法（ 普通郵便、 メ ール便等） によ り 提出さ れた入札は無効と な

り ま す。 窓口への持参も 無効と なり ま す。  
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※期間内に入札書等の必要書類が到着し ない場合、 入札は無効と なり ま すので、

余裕を 持っ て郵送し てく ださ い。  

※郵送に要する 経費は、 入札参加者の負担と し ま す。  

（ ２ ）  提出書類 

ア 入札書（ 入札書用封筒に入れ封かん（ 糊付け） し 、 封印（ 封筒の継目へ

の割印） し たも の 

イ  入札保証金納入通知書兼領収書（ 領収印のある も の） 〔 写し 〕  

※上記ア、 イ を 入札関係書類送付用封筒に入れ、 提出し てく ださ い。  

 （ ３ ）  送付先 

    〒３ ６ ６ －８ ５ ０ １   

深谷市仲町１ １ －１   

深谷市役所 公共施設改革推進室 宛て 

（ ４ ）  入札書の記入方法等 

   ア 入札参加申込者本人（ 代表者） が入札する 場合は、 所定の入札書に、 入

札者の住所、 氏名又は名称及び代表者を 記入の上、 申込者本人の印鑑（ 実

印に限る 。 ） を必ず押印し てく ださ い。  

イ  代理人が入札する 場合は、 所定の入札書に、 入札者（ 委任者） の住所、

氏名又は名称及び代表者、 代理人の住所、 氏名を記入の上、 代理人の印鑑

（ 代理人の方が委任状に押印し た印鑑に限る 。 ） を 必ず押印し てく ださ い。  

ウ  入札書への金額の記入は、 算用数字（ ０ ， １ ， ２ ， ３ ， ・ ・ ・ ） の字体

を 使用し てく ださ い。  

エ 入札書の金額訂正はでき ま せん。  

オ 金額以外の訂正、 挿入、 削除し た個所には入札者の印（ 代理人の場合は

代理人の印） を押し てく ださ い。  

（ ５ ）  入札書の封入方法等 

ア 入札書用封筒には、 入札書のみを 入れて封かん（ 糊付け） し 、 封印（ 封

筒の継目への割印） をし てく ださ い。  

イ  封印には、 実印（ 代理人が入札する 場合は代理人の印鑑） を 使用し 、 封

筒の継ぎ目に押印し てく ださ い。  

ウ  入札関係書類送付用封筒には、 入札書を 入れた入札書用封筒及び入札保

証金納入通知書兼領収書（ 領収印のある も の） の写し を入れて、 必ず一般

書留又は簡易書留で郵送し てく ださ い。  

（ ６ ）  入札に当たっ ての留意事項 

ア 入札の実施にあたっては、 １ 名以上の参加を も って執行し ま す。  

イ  入札回数は、 １ 回と し ま す。  

ウ  入札を 辞退する 場合は、 入札辞退届が必要です。  

エ 一度提出し た入札書は、 その事由のいかんにかかわら ず、 引換え、 変更

又は取消し を する こ と はでき ま せん。  

オ 入札の執行に際し 、 災害その他やむをえない事由が生じ たと き は、 その

執行を 延期し 、 又は中止する こ と があり ま す。  

 

７ ． 入札の無効 

次のいずれかに該当する 入札は、 無効と し ま す。  

（ １ ）  入札者の押印のない入札書によ る 入札 

（ ２ ）  金額の訂正を し た入札書によ る 入札 
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（ ３ ）  金額以外の記載事項を訂正し た場合においては、 その箇所に押印のない入

札書によ る 入札 

（ ４ ）  押印さ れた印影が明ら かでない入札書によ る 入札 

（ ５ ）  入札に参加する 資格のない者がし た入札 

（ ６ ）  記載すべき 事項の記入のない入札書又は記入し た事項が明ら かでない入札

書によ る 入札 

（ ７ ）  入札保証金を 納付し ない者又は、 その金額が不足し た者のし た入札 

（ ８ ）  代理人で委任状を 提出し ない者がし た入札 

（ ９ ）  他人の代理を 兼ねた者がし た入札 

（ 10）  ２ 通以上の入札書を 提出し た者がし た入札又は２ 人以上の者の代理を し た

者がし た入札 

（ 11）  明ら かに連合によ る と 認めら れる 入札 

（ 12）  入札について不正行為があっ た入札 

（ 13）  入札価格が予定価格に達し ていない入札 

（ 14）  一般競争入札参加申込書に押印し た印鑑と 異なる 印鑑を押印し た入札 

（ 15）  代理人によ る 入札において、 委任状に押印し た印鑑と 異なる 印鑑を押印し

た入札 

（ 16）  封かんがさ れていない入札書用封筒によ る 入札 

（ 17）  入札期間外に提出（ 到着） さ れた入札 

（ 18）  郵送方法が一般書留又は簡易書留のいずれかの方法でない入札 

（ 19）  入札書用封筒に件名又は差出人の記載がない入札 

（ 20）  入札書用封筒に記載さ れた件名又は差出人が誤っ ている 入札 

（ 21）  前各号に掲げる も ののほか、 入札の条件に違反し た入札 

 

８ ． 開札 
（ １ ）  開札日時 

   令和８ 年６ 月２ ５ 日（ 木） 午前１ ０ 時から  

（ ２ ）  会場 

   深谷市役所２ 階 ２ －４ 会議室 

（ ３ ）  開札の立会等 

ア 入札者等関係者は、 １ 者につき １ 名開札に立ち会う こ と ができ ま す。 こ

の場合、 市有地一般競争入札参加資格確認通知書（ 原本） の提示が必要と

なり ま すので、 必ず持参し てく ださ い。  

イ  立会の受付は、 開札日の午前９ 時３ ０ 分から 午前９ 時５ ０ 分ま でです。  

ウ  入札者等関係者の立会のない場合は、 当該入札事務に関係のない職員が

立ち会いま す。  

 

９ ． 落札者の決定方法 

（ １ ）  開札の結果、 予定価格以上の入札し た方のう ち、 最高の価格をも って入札

し た方を 落札者と し ま す。  

（ ２ ）  落札と なる べき 同価の入札を し た者が２ 人以上ある と き は、 当該入札者の

く じ 引き によ り 落札者を決定し ま す。 関係者が開札に立ち会う 場合は、 当該

関係者も く じ を 引く こ と ができ る も のと し ま す。  

（ ３ ）  （ ２ ） において、 入札者等関係者が開札の場にいない場合、 ま た、 く じ を

引かない者がある 時は、 こ れに代わっ て入札事務に関係のない当市職員にく
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じ を 引かせま す。 こ の場合、 異議を申し 立てる こ と はでき ま せん。  

 

１ ０ ． 契約の締結 
（ １ ）  落札者に対し て、 入札が終了し た後に契約手続き についての説明を行いま

す。 落札者又はその代理人は、 必ず契約手続き についての説明を受けてく だ

さ い。 改札に立ち会わなかった者が落札者になっ たと き は、 開札終了後、 落

札者に電話にて通知し ま す。  

（ ２ ）  売買契約の締結は、 令和８ 年７ 月２ 日（ 木） 午後５ 時ま でに行いま す。  

（ ３ ）  落札者が（ ２ ） の契約締結期限ま でに売買契約の締結をし ない場合には、

当該落札は無効と なり 、 入札保証金は深谷市に帰属し ま す。  

 

１ １ ． 契約保証金の納付 
 （ １ ）  落札者は、 売買契約の締結を する ま でに、 契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

（ 円未満切上げ） の額から 契約保証金に充当する 入札保証金を 控除し た額を 、

当市が発行する 納入通知書によ り 納付し てく ださ い。  

なお、 納付の詳細については、 入札保証金の納付と 同様です。  

 （ ２ ）  契約保証金は、 深谷市市有地の一般競争入札実施要領（ 平成３ ０ 年３ 月２

９ 日市長決裁） 第１ ８ 条第２ 項の規定によ り 、 売買代金に充当し ま す。  

 

１ ２ ． 売買代金の納付 
（ １ ）  落札者は、 売買代金から 契約保証金を 控除し た額を、 深谷市が送付する 納

入通知書によ り 、 令和８ 年７ 月３ １ 日（ 金） 午後３ 時ま でに一括納付し てく

ださ い。  

（ ２ ）  売買代金を納付する と 金融機関から 領収印を押印し た納入通知書兼領収書

が返却さ れま すので、 その領収書の写し を令和８ 年７ 月３ １ 日（ 金） 午後５

時ま でに、 Ｆ Ａ Ｘ 又は電子メ ールによ り 深谷市企画財政部公共施設改革推進

室に提出し てく ださ い。  

（ ３ ）  落札者が（ １ ） の納付期限ま でに売買代金を完納し ない場合において、 深

谷市が完納する こ と を 不能と 認めたと き は、 契約を 解除し 、 契約保証金は深

谷市に帰属し ま す。  

 

１ ３ ． 所有権の移転 
（ １ ）  売買代金が完納さ れたと き に所有権の移転があったも のと し 、 売買物件を

引き 渡し たも のと し ま す。  

（ ２ ）  所有権の移転登記は、 売買物件の引渡し 後に深谷市が行いま す。  

 

１ ４ ． 諸費用 

売買契約書に貼付する 収入印紙、 所有権の移転登記に関する 登録免許税等、 本契約

の締結及び履行に関し て必要な一切の費用は、 落札者の負担と なり ま す。  

 

１ ５ ． 利用制限 
落札者は、 売買物件を 利用する に当たっ て、 次の用に供し てはなり ま せん。  

（ １ ）  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 法律（ 昭和２ ３ 年法律第１

２ ２ 号） 第２ 条第１ 項各号に掲げる 風俗営業、 同条第５ 項に規定する 性風俗

7



関連特殊営業又は同条第１ ３ 項に規定する 接客業務受託営業の用 

（ ２ ）  暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律第２ 条第２ 号に規定する

暴力団（ その団体の構成員等を 含む。 ） の用 

（ ３ ）  その他公序良俗又は公共の福祉に反する 用 

 

１ ６ ． その他 

（ １ ）  こ の案内書に定める も ののほか、 市有地売却に係る 入札・ 契約手続き につ

いては、 深谷市契約規則及び深谷市市有地の一般競争入札実施要領の定める

と こ ろによ り ま す。  

なお、 当該規則等は、 深谷市ホームページで閲覧でき ま す。  

（ ２ ）  物件の引渡し は現状有姿のま ま で行いま すので、 必ずご自身において、 事

前に現地及び諸規制について調査確認を 行っ てく ださ い。  

（ ３ ）  売買物件の土地利用に関し 、 隣接土地所有者、 地域住民等と の調整等が生

じ た場合は、 すべて買受人において行っ ていただき ま す。  

（ ４ ）  越境物等に関する 隣接土地所有者等と の協議は、 すべて買受人において行

っていただき ま す。  

（ ５ ）  本案内書に定めのない事項及び疑義については、 規則その他関係法令の定

める と こ ろによ り ま す。  
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物 件 調 書 
 

 

 

 

 

   物件調書は、 購入希望者が現地を確認さ れる 上での参考資料です。  

入札の参加申し 込み前に、 必ず現地を ご確認く ださ い。  

   物件は、 現状のま ま の引渡し と なり ま すのでご了承く ださ い。  

   なお、 物件調書の補足説明は、 次のと おり です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

１ ． 供給処理施設の状況欄の「 可」 と は、 前面道路に配管さ れている 場合を 指し ま す。  

なお、 配管の位置等詳細については、 関係各事業所、 関係各課にご照会く ださ い。  

 

２ ． 土地利用に当たっては、 都市計画法、 建築基準法等によ り 指導がなさ れる 場合も

あり ま すので、 深谷市都市計画課（ 電話０ ４ ８ －５ ７ ４ －６ ６ ５ ３ ） 及び建築住宅

課（ 電話０ ４ ８ －５ ７ ４ －６ ６ ５ ５ ） にご照会く ださ い。  

補 足 説 明           
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66, 990, 000 円

地　 目 公 簿 面 積

宅地 829. 82

 ２ １ 番３ 宅地 965. 22

宅地 31. 60

1, 826. 64 ㎡

都 市 計 画 法

用 途 地 域

建 ぺ い 率 60 ％ 容 積 率 100 ％

防 火 地 域 等

文 化 財 保 護 法

都市機能誘導区域

居 住 誘 導 区 域

私道負担の有無 無 負担の内容

道路後退の有無 無 負担の内容

電 気 可

上 水 道 可

下 水 道 可

都 市 ガ ス 可

東側で幅員１ １ . ２ ７ ～１ １ . ４ ５ ｍ、 ２ １ 番２ 南側で幅員７ . ０ ｍ、 西側で幅員
４ . ０ ｍ、 北側で幅員４ . ０ ｍ、 ２ １ 番３ 北側で幅員４ . ０ ｍの舗装道路に接面し
ている 。

道 路 と 敷 地

の 関 係

生課と 協議し 、 自治会住民及び入札対象地購入者が利用でき る 規模のゴミ 収集所を設置し て

く ださ い。

 深谷市役所 約１ . ７ ｋ ｍ

参
　
　
　
考
　
　
　
事
　
　
　
項

・ 上水道については、 東側、 ２ １ 番２ 南側及び北側、 ２ １ 番３ 北側の市道に水道本管が埋設

さ れていま す。

・ 上水道を利用する に当たっては、 給水工事費等の負担が必要と なり ま す。

ま た、 加入金及び工事方法については、 水道工務課と 相談し てく ださ い。

・ 公共下水道については、 東側、 ２ １ 番２ 南側及び北側、 ２ １ 番３ 北側の市道に下水道本管

が埋設さ れていま す。

・ 下水道事業受益者負担金の負担は必要あり ま せん。

・ ２ １ 番２ 敷地内南側にＮ Ｔ Ｔ 東日本の電柱が設置し てあり ま す。

・ ２ １ 番２ 及び２ １ 番３ の敷地内東西南北に単管パイ プの柵が設置し てあり ま す。

・ 敷地内に水道管が埋設さ れていま す。

・ 土壌汚染、 上記水道管以外の地下埋設物及び地盤に関する 調査は行っ ていま せん。

・ ２ １ 番２ 南西に自治会のゴミ 収集所があり ま す。 移転先に関し て自治会及び深谷市環境衛

公 共 施 設 等  市立南中学校 約０ . ４ ｋ ｍ

交 通 機 関 鉄 道  Ｊ Ｒ 高崎線深谷駅　 約１ . ５ ｋ ｍ

 深谷市水道工務課 048( 577) 7529

施 設 の 状 況  深谷市下水道工務課 048( 577) 7542

 市立深谷西小学校 約１ . ０ ｋ ｍ

事　 業　 所　 名 電話番号

 埼玉ガス ㈱ 048( 571) 1335

 第一種低層住居専用地域

その他の法律
 建築基準法第２ ２ 条区域

 該当なし

供 給 処 理  東京電力㈱熊谷支社 0120( 995) 441

に 関 す る 事 項

深 谷 市 立 地
適 正 化 計 画

 該当なし

 該当なし

私 道 の 負 担 等

内 訳 ・ 面 積

地　 　 　 番 実 測 面 積

 ２ １ 番２ 829. 82

 ２ １ 番３ ８ 31. 60

 合計（ ３ 筆）

965. 22

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

 市街化区域

建 築 基 準 法

物　 　 件　 　 調　 　 書

物 件 番 号 土地８ －１

最 低 売 却 価 格

所 在 地  見晴町２ １ 番２ ， 同番３ ， 同番３ ８
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物 件 番 号 土地８ －１

地積測量図又は実測図を深谷市ホームページ上で公開し ており ま す。

御参照く ださ い。

周　 　 　 　 　 辺　 　 　 　 　 図

備　 考

深谷市 市有地売却

※現在の周辺状況と異なる場合があります。

ローソン
南公民館

南中学校

歯科医院
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様 式 集 
 

 

 

 

 

・  各様式を ご記入する 際には、 黒のペン又はボールペンで記入し てく ださ い。  
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市有地売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書

深谷市長　小島　　進　　宛て

令和 年 月 日

市有地売却一般競争入札参加申込書

申込者

住所（※） 〒

氏名(※)  
（印鑑証明印）

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 共有持分割合

電話番号 ―
※法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の役職及び氏名を記載すること。

共有者

住　　所 〒 共有持分割合

氏　　名 ―
（印鑑証明印）

住　　所 〒 共有持分割合

氏　　名 ―
（印鑑証明印）

　深谷市が売払いする下記物件を買い受けたいので、当該物件に係る市有地売却一般競争入札に参加を申し込
みます。
　なお、当該申込書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

 　添付書類　　※　各証明書は発行後３か月以内のものを添付してください。
　　１　誓約書
　　２　身分証明書（個人の場合）
　　３　住民票（個人の場合）
　　４　商業又は法人登記簿謄本（法人の場合）
　　５　印鑑登録証明書

記

区 分 番 号 土地 ８－１ 入 札 保 証 金 円

住所（所在地）

財 産 名 称 　　　　 見晴町２１番２，同番３，同番３８

入 札 保 証 金 納 付 方 法 　        納付書払(市発行の納入通知書による）

　　　※　共有名義で申込みをされる場合、申込者の欄に共有者を代表して入札手続を行う者の住所及び氏名を記入し、共有者の
　　　　欄に申込者以外の共有者の住所、氏名及び共有持分割合を記入し、押印してください。

（印鑑証明印）

入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書

　返還事由が生じた場合、上記入札物件に係る入札保証金（金　　　 　　　　　　　　　　円）の返還を請求します。

　返還する際は、下記の口座へ返還してください。

　なお、返還につき、入札終了後に４週間程度遅れて返還されることについて異議はありません。

記

入札保証金の返還請求者

フ　リ　ガ　ナ

銀行

支店

支所

預金種目

〒

フ　リ　ガ　ナ

氏名・名称

普通 ・ 当座 口座番号

信用金庫 　口　座　名　義　人

信用組合
フ  リ  ガ  ナ

※共有名義の
　場合、共有
　者を代表す
　る者の口座

農協

氏名・名称
労働金庫

振 込 先
金 融 機 関

印

印

印

印
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誓  約  書 
 

令和  年  月  日 

 

 深谷市長 小 島  進  宛て 

 

 

                  住 所  

 

                  氏 名  

                     ※法人にあっては、 主たる 事務所の所在地、 名称、 代表者の役職及び氏名を記載する 。  

 

 

今般、 深谷市の市有地売却一般競争入札に参加する に当たっては、 以下の事項に相違な

い旨確約のう え、 貴市における 入札、 契約など に係る 諸規定を厳守し 、 公正な入札をいた

し ま す。 も し 、 こ れら に違反する よ う なこ と が生じ た場合には、 直ちに貴市の指示に従い、

貴市に損害が発生し たと き は補償その他一切の責任を と る こ と はも ちろん、 貴市に対し 一

切異議、 苦情など は申し ま せん。  

 

 

１  私は、 地方自治法施行令（ 昭和２ ２ 年政令第１ ６ 号） 第１ ６ ７ 条の４ 第１ 項に規定す

る 一般競争入札に参加さ せる こ と ができ ない者及び同条第２ 項各号に該当する と 認めら

れる 者のいずれにも 該当し ま せん。  

 

２  私は、 地方自治法（ 昭和２ ２ 年法律第６ ７ 号） 第２ ３ ８ 条の３ 第１ 項に規定する 公有

財産に関する 事務に従事する 深谷市の職員ではあり ま せん。  

 

３  私は、 次に掲げる 不当な行為は行いま せん。  

（ １ ） 正当な理由がなく 、 当該入札に参加し ないこ と 。  

（ ２ ） 入札において、 その公正な執行を妨げ、 又は公正な価格の成立を 害し 、 若し く は不

正な利益を 得る ために連合する こ と 。  

（ ３ ） 落札者が契約を締結する こ と 又は契約者が契約を 履行する こ と を 妨げる こ と 。  

（ ４ ） 契約の履行を し ないこ と 。  

（ ５ ） 契約に違反し 、 契約の相手方と し て不適当と 深谷市に認めら れる こ と 。  

（ ６ ） 入札に関し 贈賄など の刑事事件を起こ すこ と 。  

（ ７ ） 社会的信用を 失墜する 行為を なし 、 契約の相手方と し て不適当と 認めら れる こ と 。  

（ ８ ） 天災その他不可抗力の事由がなく 、 履行遅延を する こ と 。  

 

４  私は、 貴市の市有地売却一般競争入札に係る 「 入札公告」 、 「 売買契約書」 等の各条

項を熟覧し 、 こ れら についてすべて承知のう え参加し ま すので、 後日こ れら の事柄につ

いて貴市に対し 一切異議、 苦情など は申し ま せん。  

㊞ 
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入  札  書 
 

 

 

令和８ 年６ 月２ ５ 日 

 

 

 

 深谷市長 小 島  進  宛て 

 

 

 

                  住 所                  

             入札者 

            （ 委任者）  氏名又は名称 

                  及 び 代 表 者               ◯印  

 

 

                  住 所                  

             代理人   

                  氏 名                  ◯印  

 

 

 

入 札 金 額 

 

金         円 

 

 

入札に付する 土地 

 

物件番号 所  在  地 地 目 地 積 

土地８ －１  

見晴町 

２ １ 番２  

２ １ 番３  

２ １ 番３ ８  

 

宅地 

宅地 

宅地 

 

829. 82 

965. 22 

31. 60 

 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

 

 

 深谷市市有地売却一般競争入札に関する 公告、 市有地売却一般競争入札案内書を承諾し 、

現地等を 確認のう え、 上記のと おり 入札し ま す。  

 

 

 

※ 代理人が入札する 場合は、 入札者の住所及び氏名欄に委任者の住所及び氏名を 記入の

う え、 代理人の住所及び氏名欄に記入押印する こ と 。  
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（印鑑証明印）

年

住所・所在地

市有地売却一般競争入札　物件番号 土地 ８ －１ に関する一切の権限

代理人
（受任者）

　 委任事項

委　　任　　状

電話番号

〒

申込者
（委任者）

氏名・名称

令和

〒

日

氏名・名称

深谷市長　小　島　　進　　宛て

住所・所在地

　 私は、 次の者を代理人と 定め、 以下の権限を委任し ま す。

月

印

印
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入 札 代 表 者 届 出 書 

 

 

 

                  住 所                  

           入札代表者 

                  氏名又は名称 

                  及 び 代 表 者               ◯印  

 

 

 

私は、 上記の者を 入札代表者に選任し 、 市有地売却一般競争入札に関する 一切の権限を

委任し たのでお届けし ま す。  

 

 

物 件 の 表 示        

 

物件番号 所  在  地 地 目 地 積 

土地８ －１  

見晴町 

２ １ 番２  

２ １ 番３  

２ １ 番３ ８  

 
宅地 

宅地 

宅地 

 

829. 82 

965. 22 

31. 60 

 
㎡ 

㎡ 

㎡ 

 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

             住 所                  

 

             氏名又は名称 

             及 び 代 表 者               ◯印  

 

 

             住 所                  

 

             氏名又は名称 

             及 び 代 表 者               ◯印  

 

 

 深谷市長 小 島  進  宛て  
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入 札 辞 退 届 

 

 

 

下記物件の市有地売却一般競争入札に参加申込を し ま し たが、 都合によ り 辞退し ま す。  

 

 

 

記 

 

物件番号 所  在  地 地 目 地 積 

土地８ －１  

見晴町 

２ １ 番２  

２ １ 番３  

２ １ 番３ ８  

 
宅地 

宅地 

宅地 

 

829. 82 

965. 22 

31. 60 

 
㎡ 

㎡ 

㎡ 

 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 

                  住 所                  

             申込者 

                  氏名又は名称 

                  及 び 代 表 者               ◯印  

 

 

 

 深谷市長 小 島  進  宛て  
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市 有 財 産 売 買 契 約 書             

 

 

 売払人 深谷市 （ 以下「 甲」 と い う 。 ） と 買受人       （ 以下

「 乙」 と い う 。 ） と は 、 次の 条項に よ り 市有財産売買契約を 締結する 。  

 

 （ 信義誠実の 義務）  

第１ 条 甲乙両者は 、 信義を 重ん じ 、 誠実に こ の 契約を 履行し な け ればな ら な い 。  

 

 （ 売買物件）  

第２ 条 売買物件は、 次の と おり と する 。  

所  在  地 地 目 地   積 摘   要 

  ㎡  

  

 （ 売買代金）  

第３ 条 売買代金は、 金          円と する 。  

 

 （ 契約保証金）  

第４ 条 乙はこ の 契約に 関し 契約保証金と し て 、 金           円を

こ の 契約の 締結を する と き ま で に 、 甲の 発行する 納入通知書に よ り 、 そ の 指定

する 金融機関に 支払わ な け ればな ら な い 。  

２  前項の 契約保証金の う ち 、 金          円は入札保証金よ り 充当

する も の と する 。  

３  甲は、 乙が 次条に 定め る 義務を 履行し た と き は、 第１ 項に 定め る 契約保証金

を 売買代金に 充当する も の と する 。  

４  乙が 次条に 定め る 義務を 履行し な い と き は、 第１ 項に 定め る 契約保証金は甲

に 帰属する 。  

 

 （ 代金の 支払い ）  

第５ 条 乙は、 こ の 契約の 締結日か ら ３ ０ 日以内に 、 売買代金の う ち 前条第１ 項

に 定め る 契約保証金を 除い た 金          円を 、 甲の 発行する 納入

通知書に よ り 、 そ の 指定する 金融機関に 支払わ な け ればな ら な い 。  

収 入 

 

印 紙 
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 （ 所有権移転登記及び費用負担）  

第６ 条 甲は、 乙が 売買代金を 納入し た 後、 第２ 条の 売買物件の 所有権を 乙に 移

転し 、 所有権移転登記を 速やか に 行う も の と する 。  

２  登録免許税等の 登記に 要する 費用は、 乙の 負担と する 。  

 

 （ 売買物件の 引渡し ）  

第７ 条 甲は、 前条の 規定に よ り 売買物件の 所有権が 乙に 移転し た と き に 引き 渡

し を し た も の と する 。 ま た 、 乙は、 売買物件を 現況に よ っ て 引き 渡し を 受け る

も の と する 。  

 

 （ 契約不適合責任）  

第８ 条 乙は、 本契約締結後、 当該土地に 数量の 不足又は契約の 内容に 適合し な

い も の （ 以下「 契約不適合」 と い う 。 ） が あ る こ と を 発見し た 場合、 引き 渡し

の 日か ら ２ 年以内に 甲に 通知し た も の に 限り 、 損害賠償の 請求、 追完の 請求ま

た は契約の 解除を する こ と が で き る 。  

２  本条の 契約不適合が 、 本契約及び取引上の 社会通念に 照ら し て 甲の 責め に 帰

すこ と が で き な い 事由に よ る も の で あ る と き を 除く 。  

３  本条の 損害賠償額は、 売買代金の 額を 限度と する 。  

４  本条の 契約不適合に つい て 、 乙は 、 甲に 対し て 、 代金減額を 請求する こ と は

で き な い 。  

 

 （ 利用制限）  

第９ 条 乙は、 売買物件を 利用する に あ た っ て 、 次に 掲げる 用に 供し て はな ら な

い 。  

 （ １ ）  風俗営業等の 規制及び業務の 適正化等に 関する 法律（ 昭和２ ３ 年法律

第１ ２ ２ 号） 第２ 条第１ 項各号に 掲げる 風俗営業、 同条第５ 項に 規定する 性

風俗関連特殊営業又は同条第１ ３ 項に 規定する 接客業務受託営業の 用 

 （ ２ ）  暴力団員に よ る 不当な 行為の 防止等に 関する 法律（ 平成３ 年法律第７

７ 号） 第２ 条第２ 号に 規定する 暴力団（ そ の 団体の 構成員等を 含む。 ） の 用 

 （ ３ ）  前２ 号に 掲げる も の の ほ か 、 公序良俗に 違反する 用又は公共の 福祉に

反する 用 

 

 （ 法令遵守）  

第１ ０ 条 乙は、 売買物件を 利用する に あ た っ て 、 都市計画法（ 昭和４ ３ 年法律

第１ ０ ０ 号） 、 建築基準法（ 昭和２ ５ 年法律第２ ０ １ 号） そ の 他関係法令を 遵

守し な け ればな ら な い 。  

 

 （ 契約の 解除）  

第１ １ 条 甲は、 乙が こ の 契約に 定め る 義務を 履行し な い と き は、 催告に よ ら な

い で こ の 契約を 解除する こ と が で き る も の と する 。  
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 （ 売買物件の 明渡し 等）  

第１ ２ 条 乙は 、 甲が 前条の 規定に 基づき 、 こ の 契約を 解除し た と き は 、 直ち に 、

売買物件を 原状に 回復の 上、 甲に 明け 渡し 、 甲名義に 所有権移転の 手続き を と

ら な け ればな ら な い 。  

２  甲は、 乙の 前項の 規定に 基づく 売買物件の 明渡し 、 及び甲名義への 所有権移

転の 手続き の 完了を 確認し た と き は 、 乙が 第３ 条の 規定に 基づき 、 売買代金と

し て 甲に 支払っ た 金額を 、 乙か ら の 売買物件明渡し 、 及び甲名義への 所有権移

転手続き 完了の 確認を し た 日か ら ３ ０ 日以内に 、 乙に 返還する も の と する 。 こ

の 場合に おい て 、 甲が 乙に 返還する 金額に は利息を 付け な い も の と する 。  

３  第１ 項の 規定に よ る 売買物件の 原状回復に 要する 費用は、 乙が 負担する も の

と する 。  

 

 （ 契約解除に よ る 使用料相当額の 支払義務）  

第１ ３ 条 乙は、 前条第１ 項の 規定に 基づき 明渡し を する と き は、 甲か ら 売買物

件の 引渡し を 受け た 日か ら 明け 渡し た 日ま で の 使用料相当額を 甲の 請求に よ り 、

甲に 支払わ な け ればな ら な い 。  

２  前項の 使用料相当額の 年額は、 第３ 条の 売買代金に ７ ． ５ パ－セ ン ト の 割合

を 乗じ て 得た 額と する 。  

 

 （ 違約金の 支払い ）  

第１ ４ 条 乙は、 第１ １ 条の 規定に 基づき 甲が こ の 契約を 解除し た と き は、 前条

の 使用料相当額の ほ か 、 第３ 条の 売買代金の １ ０ パ－セ ン ト に 相当する 額を 違

約金と し て 甲の 請求に よ り 、 甲に 支払わ な け ればな ら な い 。  

 

 （ 損害賠償）  

第１ ５ 条 乙は、 甲が 第１ １ 条の 規定に 基づき 契約を 解除し た 場合に おい て 、 甲

に 損害が 発生し た と き は、 甲の 算定に よ る 損害額を 甲の 請求に よ り 、 甲に 賠償

し な け ればな ら な い 。  

 

 （ 相殺）  

第１ ６ 条 甲が 第１ １ 条の 規定に 基づき 契約を 解除し た 場合に おい て 、 第１ ２ 条

の 規定に よ る 原状回復又は第１ ３ 条の 規定に よ る 使用料相当額若し く は第１ ４

条の 規定に よ る 違約金若し く は前条の 規定に よ る 損害賠償と し て 乙が 甲に 支払

う べき 金銭債務が あ る と き は、 当該金銭債務と 甲が 乙に 支払う べき 金銭債務と

を そ の 対当額に つい て 相殺する も の と する 。  

 

 （ 延滞損害金）  

第１ ７ 条 乙は、 こ の 契約に よ り 甲に 支払う こ と と さ れて い る 金額を 支払わ な か

っ た と き は、 支払う べき 金額に 対し て 、 そ れぞれ指定さ れた 期日の 翌日か ら 完

納し た 日ま で 年利（ ３ ６ ５ 日当た り ） １ ４ ． ６ パ－セ ン ト の 割合に よ り 算出し
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た 額を 延滞損害金と し て 、 甲に 支払わ な け ればな ら な い 。  

 

 （ 契約履行の 調査等）  

第１ ８ 条 乙は、 甲か ら 売買物件の 使用に 関し て の 調査又は報告を 求め ら れた と

き は、 こ れに 協力し な け ればな ら な い 。  

 

 （ 公租公課の 負担等）  

第１ ９ 条 乙は、 売買物件の 引渡し を 受け た 日か ら 維持管理責任を 負い 、 売買物

件に 係る 公租公課の 費用を 負担する も の と する 。  

 

 （ 契約の 費用）  

第２ ０ 条 こ の 契約の 締結及び履行に 関し て 必要な 一切の 費用は、 すべて 乙の 負

担と する 。  

 

 （ 疑義の 決定）  

第２ １ 条 こ の 契約に 関し て 疑義を 生じ た と き は、 甲乙協議の 上、 定め る も の と

する 。  

 

 （ 管轄裁判所）  

第２ ２ 条 こ の 契約に 関する 訴訟の 管轄裁判所は、 さ い た ま 地方裁判所熊谷支部

と する 。  

 

 上記契約の 締結を 証する た め 、 契約書２ 通を 作成し 、 甲乙記名押印の 上、 各自

１ 通を 保有する 。  

 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

                    住 所  深谷市仲町１ １ 番１ 号 

             売払人（ 甲）       深 谷 市 

                    氏 名  深谷市長      ㊞ 

 

 

 

                    住 所 

             買受人（ 乙）  

                    氏 名            ㊞  
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